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第１章 本手順書の目的
１－１ テレワーク定着強化奨励金の全体像について（奨励金申請前まで）
１－２ 本手順書で作成可能な書類について

第２章 事前エントリー
２－１ テレワーク定着強化奨励金エントリーフォーム
２－２ 登録内容の審査

第３章 マイページ上での登録作業等
３－１ 取組実施の全体像
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第４章 提出書類の確認
４－１ 実践企業宣言制度への登録に関する資料
４－２ 「マイページ」でのエントリー登録に関する資料
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第５章 奨励金申請（東京しごと財団へ申請※）
５－１ 奨励金申請について（東京しごと財団へ申請）

※本書で解説する提出書類は、奨励金申請時に必要な書類の一部です。その他に必要な提出書
類等の詳細は、東京しごと財団ホームページをご確認ください。
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※本書で解説する提出書類は、奨励金申請時に必要な書類の一部です。その他に必要な提出書
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【テレワーク定着強化奨励金の手順書】第１章 本手順書の目的
１－１ テレワーク定着強化奨励金の全体像について（奨励金申請まで）

テレワーク定着強化奨励金の支給申請前に、「テレワーク東京ルール」実践企業宣言サイト（以下、
「本サイト」という。）上の手続の流れや本サイトのマイページ上などで作成する書類について説明し
ます。

２．取組実施

３．奨励金申請

テレワーク定着強化奨励金の手続の全体像（奨励金申請まで）

本サイトのマイページ上で事前エン
トリーを行います。

１．事前エントリー

Step①からStep⑤の取組後、本サイ
トのマイページ上で新テレワーク
ルール（我が社のベストバランス）
等の登録を行います。

申請書類の提出先は東京しごと財
団となります。※
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※本書で解説する提出書類は、奨励金申請時に必要な書類の一部です。その他に必要な提出書類等の
詳細は、東京しごと財団ホームページをご確認ください。



本手順書に沿って手続を進めることで、東京しごと財団「テレワーク定着強化奨励金」募集要項（以
下、「募集要項」という。）のⅡ‐1「支給申請 提出書類一覧表」にある書類のうち、⑧、⑨及び⑭の
提出書類を作成することができます。（その他の提出書類の詳細については、募集要項をご確認くださ
い。）

⑧ ⑨
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テレワーク定着に向けた取り組みについて

「テレワーク東京ルール」実践企業として、テレワークルール（我が社のベストバランス）を掲げ、テレワーク定着に向けた取り組みを

行っています。

実施目標１ 生活と調和したよりよい労働環境の整備を行います

実施目標２ 業務効率化による生産性向上を実現いたします

当社は、新型コロナ渦に従業員の「安心・安全の担保」の観点から、テレワーク制度を開始し、現在も全社的にテレワークを実施し、一

通りの業務効率化はできています。

令和７年度からの育児・介護休業法の改正により、テレワーク勤務の導入が事業主の努力義務となることから、テレワークを含めた働き

方の見直しだけでなく、「生活と調和したよりよい労働環境の整備」と「業務効率化・生産性向上」の両方の達成を目指すこととし、テレ

ワークを取り入れた労働環境づくりに向けて日々改善を行っています。

⑭－１

⑭－２

⑧「テレワーク東京ルール」実践企業
宣言制度への登録に関する資料

⑨「テレワーク東京ルール」実践企業
宣言ホームページ上「マイページ」で
のエントリー登録に関する資料

⑭「新テレワークルール」、「労働時
間制度等」を社外へ周知したことが確
認できる書類

「テレワーク東京ルール」実践企業宣言ホームページにおいて発行される「テレワーク推進リーダー」設置
済マークのある「テレワーク東京ルール」実践企業宣言書を印刷したもの
※「テレワーク推進リーダー設置」表示があること
※テレワークルールの最終更新日が記載されていること（最終更新日がない場合、本奨励金の対象外）

「テレワーク東京ルール」実践企業宣言ホームページ上「マイページ」の画面キャプチャ―（「テレワーク
定着強化奨励金」のエントリー受付No.と申請企業名がわかること）

①「テレワーク東京ルール」実践企業宣言サイトで公開したページの写し
②自社のウェブサイトで公開したページの写し
※①、②両方の提出が必要となります（自社ウェブサイトがない場合は①のみ）

【テレワーク定着強化奨励金の手順書】第１章 本手順書の目的
１－２ 本手順書で作成可能な書類について

企業名
↓

P.21へ

↓
P.22へ

↓
P.23へ
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※本書で解説する提出書類は、奨励金申請時に必要な書類の一部です。その他に必要な提出書
類等の詳細は、東京しごと財団ホームページをご確認ください。
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事前エントリーの手順についてご説明します。事前エントリーは、本サイトのマイページにログイン後、
テレワーク定着強化奨励金エントリーフォームから行います。

「テレワーク東京ルール」実践企業宣言
にはじめて申請される方は、『「テレ
ワーク東京ルール」実践企業宣言のマイ
ページをお持ちの方 こちら』ボタンを
クリックしてください。

ログイン画面から、ログインIDとパスワー
ドでログインしてください。
※ログインIDとパスワードは審査完了メー
ルに記載されています。

【テレワーク定着強化奨励金の手順書】第２章 事前エントリー
２－１ 本サイトの奨励金ページ～マイページ



マイページにログイン後、『テレワーク定着
強化奨励金エントリー』ボタンをクリックし
てください。（詳細は次ページ）

7

本サイトのマイページにログイン後、テレワーク定着強化奨励金の事前エントリーを行います。

【テレワーク定着強化奨励金の手順書】第２章 事前エントリー
２－２ テレワーク定着強化奨励金エントリーフォーム



■テレワーク定着強化期間（予定）
・Step③の期間となります。
・期間は、３１日間で設定してください。

例：令和６年６月１日～令和６年７月１日

■テレワーク実施対象者数
・おおよその人数を選択してください。

入力・選択後、『確認画面へ進む』をクリッ
クしてください。
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エントリーフォームに「テレワーク定着強化期間（予定）」、「テレワーク実施対象者数（予定）」を
入力してください。

【テレワーク定着強化奨励金の手順書】第２章 事前エントリー
２－２ テレワーク定着強化奨励金エントリーフォーム
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事前エントリーが完了となります。

事前エントリーが完了すると、マイページの
トップ画面でエントリー情報を確認すること
ができます。

申請内容をご確認のうえ、『応募するボタン』
を押してください。

【テレワーク定着強化奨励金の手順書】第２章 事前エントリー
２－２ テレワーク定着強化奨励エントリーフォーム



取組実施前に、マイページから「宣言書
ダウンロード」から宣言書を出力し、
「テレワーク推進リーダー」設置済み表
示付きの宣言書であるかどうかご確認く
ださい。

推進リーダーのマークがない場合には、
推進リーダーの設置の登録を行ってくだ
さい。『テレワーク推進リーダー 登録
情報の編集』から推進リーダーを登録で
きます。（次ページで詳細を説明いたし
ます。）

【参考】推進リーダーとは
職場におけるテレワーク推進の実務面での中心的な役割
を担っていただく担当者です。

＜役割例＞
・都からの要請や支援情報を社内で周知
・都に対する問合せや奨励金の電子申請手続き 等

推進者の登録、研修動画の視聴を完了すると、推進リー
ダ入りの宣言書となります。

「テレワーク推進リーダー」設置済み表示付きの宣言書
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【テレワーク定着強化奨励金の手順書】第２章 事前エントリー
２－３ その他、推進リーダーの登録



テレワーク推進リーダーの氏名、メール
アドレスを入力してください。

担当者を入力後、『確認画面へ進む』を
押してください。
※15分程度の研修動画が流れます。ブラ
ウザの『戻る(←)』は押さず、研修動画を
視聴してください。
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研修動画を視聴後、自動的に確認画面へ
移動いたします。登録内容などに問題が
なければ『編集を完了する』ボタンを押
して編集を完了してください。

画面が移動し以下の画像が表示されまし
たら、「テレワーク推進リーダー」の登
録は完了となります。
マイページの『宣言書ダウンロード』ボ
タンより、「テレワーク推進リーダー」
設置済表示入りの宣言書をダウンロード
できることをご確認ください。

【テレワーク定着強化奨励金の手順書】第２章 事前エントリー
２－３ その他、推進リーダーの登録
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※本書で解説する提出書類は、奨励金申請時に必要な書類の一部です。その他に必要な提出書
類等の詳細は、東京しごと財団ホームページをご確認ください。



以下の①から⑤の項目をすべて実施し、ポストコロナの新たなテレワークルール（我が社のベ
ストバランス）づくりに取り組みます。（すべてを実施した場合に奨励対象事業となります。）

ポストコロナのテレワークや労働時間制度等に係るニーズや課題についての従業員
調査を実施

Step①

社内にプロジェクトチームを設置し、調査結果を元に、労働時間制度を含むテレ
ワークルールを検討・決定

Step②

テレワーク定着強化期間（31日間）を設定し、②で決定したテレワークルールに基
づきテレワークを実施し検証を行う

Step③

③の検証を踏まえ、②で決定したテレワークルールを見直しStep④

④を踏まえて決定したテレワークルール（以下、「新テレワークルール」とい
う。）を社内外に周知

Step⑤

⇒「テレワーク東京ルール」実践企業宣言のWebサイトのマイページより、Step⑤で決定した
新テレワークルール（我が社のベストバランス）等をご登録ください
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Step①からStep⑤の取組実施後、本サイトのマイページ上などで行っていただく内容についてご説明
します。（下記の図の黄色部分になります。）。

【参考】取組実施の全体像

【テレワーク定着強化奨励金の手順書】第３章 マイページ上での登録作業等について
３－１ 取組実施の全体像



『企業情報 登録情報の編集』をクリッ
クし、Step⑤で決定した新テレワーク
ルール（我が社のベストバランス）等の
登録を行います。登録内容について、再
審査を行います。

再審査中は、宣言書のダウンロード、企
業情報の公開先の確認、登録情報の編集
ができなくなります。

※再審査に時間を要する可能性があるた
め、助成金申請等で宣言書を提出する予
定がある場合には、登録情報を編集する
前に予めダウンロードをお願いいたしま
す。
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【テレワーク定着強化奨励金の手順書】第３章 マイページ上での登録作業等について
３－２ 登録内容の編集



Step⑤で決定した実施目標をご登録くだ
さい。

Step①～⑤の取り組みの結果、実施目標
を変更した場合には変更した日をご登録
ください。
実施目標に変更がない場合には、変更が
ないことを決定した日をご登録ください。

次ページ以降で詳細を説明いたします。

変更登録が必須となる項目は、「テレワークへの取り組みについて」、「取り組み内容」となります。
それ以外の項目については、必要に応じて変更をお願いします。（テレワーク規定を変更した場合は、
変更後の規定を添付してください。）

変更内容の入力等が完了したら、『確認
画面へ進む』ボタンを押してください。
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【テレワーク定着強化奨励金の手順書】第３章 マイページ上での登録作業等について
３－２ 登録内容の編集
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ニュース一覧 | 株式会社キッズスター (kidsstar.co.jp)

テレワーク定着に向けた取り組みについて

採用情報を更新しました。2024.06.01

2024.06.03

ホーム ＞ ニュース一覧

2024.06.03

テレワーク定着に向けた取り組みについて

お知らせ

ホーム ＞ ニュース一覧 ＞テレワーク定着に向けた取り組みについて

「テレワーク東京ルール」実践企業として、テレワークルール（我が社のベストバランス）を掲げ、テレワーク定着に向けた取り組みを

行っています。

実施目標１ 生活と調和したよりよい労働環境の整備を行います

実施目標２ 業務効率化による生産性向上を実現いたします

当社は、新型コロナ渦に従業員の「安心・安全の担保」の観点から、テレワーク制度を開始し、現在も全社的にテレワークを実施し、一

通りの業務効率化はできています。

令和７年度からの育児・介護休業法の改正により、テレワーク勤務の導入が事業主の努力義務となることから、テレワークを含めた働き

方の見直しだけでなく、「生活と調和したよりよい労働環境の整備」と「業務効率化・生産性向上」の両方の達成を目指すこととし、テレ

ワークを取り入れた労働環境づくりに向けて日々改善を行っています。

テレワーク定着に向けた取り組みについて

「テレワーク東京ルール」実践企業として、テレワークルール（我が社のベストバランス）を掲げ、テレワーク定着に向けた取り組みを

行っています。

実施目標１ 生活と調和したよりよい労働環境の整備を行います

実施目標２ 業務効率化による生産性向上を実現いたします

当社は、新型コロナ渦に従業員の「安心・安全の担保」の観点から、テレワーク制度を開始し、現在も全社的にテレワークを実施し、一

通りの業務効率化はできています。

令和７年度からの育児・介護休業法の改正により、テレワーク勤務の導入が事業主の努力義務となることから、テレワークを含めた働き

方の見直しだけでなく、「生活と調和したよりよい労働環境の整備」と「業務効率化・生産性向上」の両方の達成を目指すこととし、テレ

ワークを取り入れた労働環境づくりに向けて日々改善を行っています。

ホームページＵＲＬには、テレワーク定
着に向けた取り組みを掲載している自社
ホームページの掲載先URLを入力してく
ださい。（自社ホームページをお持ちで
はない方は入力不要）

＜掲載例②＞
自社ホームページのニュースやお知らせ等に掲載
⇒掲載元ページのＵＲＬを入力してください。

＜掲載例①＞
自社ホームページのトップページに掲載
⇒トップページのＵＲＬを入力してください。

掲載元ページＵＲＬ以外（お知らせ一覧のＵＲＬなど）：ＮＧ
⇒時間経過で一覧から掲載されなくなるため

OK

OK

＜自社ホームページの掲載例＞

【テレワーク定着強化奨励金の手順書】第３章 マイページ上での登録作業等について
３－２ 登録内容の編集



説明欄には、下記①～③を踏まえたうえ
で、テレワークへの取り組みを記載して
ください。
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【説明欄に記載いただく必要がある要素】
①：テレワークを導入した経緯
②：（社内調査等で判明した）テレワークの運用上の課題等
③：②を踏まえたうえで現在実践している取組（新テレワークルール）

【例】
当社は、新型コロナ渦に従業員の「安心・安全の担保」の観点から、テレワーク制度を開始し、現

在も全社的にテレワークを実施し、一通りの業務効率化はできています。（①）
令和７年度からの育児・介護休業法の改正により、テレワーク勤務の導入が事業主の努力義務とな

ることから（②）、テレワークを含めた働き方の見直しだけでなく、「生活と調和したよりよい労働
環境の整備」と「業務効率化・生産性向上」の両方の達成を目指すこととし、テレワークを取り入れ
た労働環境づくりに向けて日々改善を行っています。（③）

【テレワーク定着強化奨励金の手順書】第３章 マイページ上での登録作業等について
３－２ 登録内容の編集



入力した内容をご確認のうえ、『編集を
完了する』ボタンを押してください。

登録情報の編集が完了となります。
登録内容の再審査を行います。
再審査中は一時的にウェブサイトへの掲
載が保留となります。
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【テレワーク定着強化奨励金の手順書】第３章 マイページ上での登録作業等について
３－２ 登録内容の編集



再審査の結果についてはメールでお知ら
せします。承認となった場合、宣言書の
ダウンロード、企業情報の公開先の確認、
登録情報の編集ができるようになります。
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【テレワーク定着強化奨励金の手順書】第３章 マイページ上での登録作業等について
３－２ 登録内容の編集

＜再審査中のマイページ画面＞

＜承認後のマイページ画面＞

再審査中は、宣言書のダウンロード、企
業情報の公開先の確認、登録情報の編集
ができなくなります。
※再審査に時間を要する可能性があるた
め、助成金申請等で宣言書を提出する予
定がある場合には、登録情報を編集する
前に予めダウンロードをお願いいたしま
す。



第２章 事前エントリー

第３章 マイページ上での登録作業等

第４章 提出書類の確認

テレワーク定着強化奨励金の手順書

第１章 本手順書の目的

第５章 奨励金申請（東京しごと財団へ申請※）
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※本書で解説する提出書類は、奨励金申請時に必要な書類の一部です。その他に必要な提出書
類等の詳細は、東京しごと財団ホームページをご確認ください。



テレワークルールの最終更新日：令和〇年〇月
〇日（テレワークルールの変更あり）

テレワークルールの最終更新日：令和〇年〇月

〇日（テレワークルールの変更なし）

テレワークルールの最終更新日：なし（マイ
ページ上でテレワークルールの変更有無の登録
が必要です）

再審査後、『宣言書ダウンロード』ボタンを押下し、 「テレワーク推進リーダー」設置済マークのある「テレ
ワーク東京ルール」実践企業宣言書が出力されているかどうかご確認ください。

Ａ 「テレワーク推進リーダー」設置済み表示付
きの宣言書であるかどうかご確認ください。

OK

OK

NG

Ａ

Ｂ

Ｂ 宣言書の右下に下記の文言が出力されている
かどうかご確認ください。
⇒ＮＧの場合は、本マニュアルP.14～P.19へ
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東京しごと財団「テレワーク定着強化奨励金」募集要項 Ⅱ-1「支給申請 提出書類一覧表」
⑧「テレワーク東京ルール」実践企業宣言制度への登録に関する資料

第１章で解説した提出書類の確認ポイントをご説明します。

⑧

【テレワーク定着強化奨励金の手順書】第４章 提出書類の確認について
４－１ 実践企業宣言制度への登録に関する資料



再審査後、「マイページ」の画面キャプチャー（「テレワーク定着強化奨励金」の事前エントリー番号と申請企
業名がわかること）を印刷してください。

Ａ 事前エントリー番号が印刷されているこ
とをご確認ください。
⇒ＮＧの場合は、本マニュアルP.8～P.9へ

Ｂ 会社名が印刷されていることをご確認く
ださい。

Ａ

Ｂ
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東京しごと財団「テレワーク定着強化奨励金」募集要項 Ⅱ-1「支給申請 提出書類一覧表」
⑨「テレワーク東京ルール」実践企業宣言ホームページ上「マイページ」でのエントリー登録に関する資料

⑨

【テレワーク定着強化奨励金の手順書】第４章 提出書類の確認について
４－２ 「マイページ」でのエントリー登録に関する資料



23

⑭－１

⑭－２ テレワーク定着に向けた取り組みについて

「テレワーク東京ルール」実践企業として、テレワークルール（我が社のベストバランス）を掲げ、テレワーク定着に向けた取り組みを

行っています。

実施目標１ 生活と調和したよりよい労働環境の整備を行います

実施目標２ 業務効率化による生産性向上を実現いたします

当社は、新型コロナ渦に従業員の「安心・安全の担保」の観点から、テレワーク制度を開始し、現在も全社的にテレワークを実施し、一

通りの業務効率化はできています。

令和７年度からの育児・介護休業法の改正により、テレワーク勤務の導入が事業主の努力義務となることから、テレワークを含めた働き

方の見直しだけでなく、「生活と調和したよりよい労働環境の整備」と「業務効率化・生産性向上」の両方の達成を目指すこととし、テレ

ワークを取り入れた労働環境づくりに向けて日々改善を行っています。

⑭－１：「テレワーク東京ルール」実践企業
宣言サイトで公開したページの写し
テレワークの取組内容欄に下記３点が盛り込
まれた説明文が掲載されていることをご確認
ください。
⇒ＮＧの場合は、P.13～P.17へ

Ａ：テレワークを導入した経緯
Ｂ：（社内調査等で判明した）テレワーク

の運用上の課題等
Ｃ：Ｂを踏まえたうえで現在実践している

取組（新テレワークルール）

⑭－１：再審査後、マイページから『企業情報の公開先を確認』ボタンを押し、掲載ページを印刷してください。
⑭－２：テレワークの取組を掲載しているページを印刷してください。（自社ホームページをお持ちの方のみ）

【テレワーク定着強化奨励金の手順書】第４章 提出書類の確認について
４－３ 社外へ周知したことが確認できる書類

企業名

東京しごと財団「テレワーク定着強化奨励金」募集要項 Ⅱ-1「支給申請 提出書類一覧表」
⑭「新テレワークルール」、「労働時間制度等」を社外へ周知したことが確認できる書類

⑭－２：自社ホームページで公開したページ
の写し
⑭－１と同様に、Ａ～Ｃの３点を盛り込まれ
た記事が掲載されているかご確認ください。



第２章 事前エントリー

第３章 マイページ上での登録作業等

第４章 提出書類の確認

テレワーク定着強化奨励金の手順書

第１章 本手順書の目的

第５章 奨励金申請（東京しごと財団へ申請※）
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※本書で解説する提出書類は、奨励金申請時に必要な書類の一部です。その他に必要な提出書
類等の詳細は、東京しごと財団ホームページをご確認ください。



奨励金の申請書類の提出先は、東京しごと財団となります。申請書類等の詳細は、ホームページを
ご確認ください。

〒１０２－００７２
東京都千代田区飯田橋三丁目８番５号 住友不動産飯田橋駅前ビル11階

公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課
テレワーク定着支援担当係

（テレワーク定着強化奨励金申請書 在中）

「テレワーク定着強化奨励金申請書類在中」と記載のうえ、追跡可能な記録の残る方法で提出してください。
（申請書類の到着有無に関するお問い合わせには一切応じられません）

（公財）東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 テレワーク定着支援担当係
電話番号：03-5211-0395（平日９時～17時） ※平日12時～13時、土日・祝日、年末年始は除く
※お問い合わせの際は、「テレワーク定着強化奨励金について」とお伝えください。

■郵送申請

Jグランツ テレワーク定着強化奨励金詳細ページこのリンクは別ウィンドウで開きます
ブラウザ環境については、Google Chrome等の最新バージョンをご利用ください。

■電子申請

■申請書類等の詳細
東京しごと財団ホームページ テレワーク定着強化奨励金ページ

■お問い合わせ先
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【テレワーク定着強化奨励金の手順書】
５－１ 奨励金申請について（東京しごと財団へ申請）

https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ2000000op6IMAQ
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/tele-teichakukyoka.html


東京都産業労働局労働環境課
電話番号：03-5000-7167（平日９時～17時）（※）
※平日12時～13時、土日・祝日、年末年始は除く

■本マニュアルに関するお問い合わせ先
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